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１ 計画策定の趣旨（目的）

この計画は、少子高齢化や核家族化の進行、地域の連帯意識の希薄化など社

会環境が変化する中で、小野地域の課題やめざすべき将来像等を明らかにし、

住民の創意工夫により、地域の様々な課題解決に取り組むとともに、行政等と

協働してより良い地域づくりを推進することを目的として策定します。

第１ はじめに



１ 位置・地勢等

小野地域は、八女市星野村（以下「星野地区」という。）の西部に位置し、八

女市上陽町と接した人口７９６人の地域で、星野地区の玄関的な役割にありま

す。星野地区の中では、都市部に最も近い位置のため、通勤者が多く、兼業農

家の割合が高い地域です。主要農作物は茶と水稲で、一部には園芸作物も栽培

されています。近年は、交流人口の増加に伴い、県道沿いにレンゲ草や彼岸花

を植える景観事業や農産物の直売事業など、来訪者に目を向けた取り組みも行

われています。

主な地域課題に目を向けてみますと、農業生産面においては、近年、補助事

業等を活用して圃場の整備が進み、作業の効率化が図られています。しかしな

がら、少子高齢化等の進行に伴い、耕作放棄地は増加傾向にあります。

一人暮らしや高齢者のみの世帯も増加しています。今後ますます人口減少や

高齢化の進行が見込まれる中、全ての人々が健康で心豊かに安心して暮らせる

社会福祉の充実が求められています。

生活環境面では、特に下水処理において、浄化槽の普及が遅れています。河

川までの放流延長が長いことや設置費が高額であることが主な理由と考えられ

ます。

歴史や文化資源については、大円寺や小野神社、欅の巨木など貴重な資源が

あります。風流やハンヤ舞などの伝統文化も脈々と引き継いできましたが、保

存活用について継承者不足などの課題が生じています。

地域防災力の向上も重要な課題です。平成２４年７月１４日の九州北部豪雨

災害により、本地域は、未曾有の被害を受けました。激甚災害指定を受け復旧・

復興に努めていますが、原状復旧には多くの年月を費やすことが予想されます。

本災害発生時には、停電や通信機器の不通により、情報の収集や共有化が機能

しませんでした。幸いにも死傷者はありませんでしたが、避難対応に課題が残

りました。

第２ 地域の概況



２ 人口・世帯

本地域の人口は、平成２５年９月末日現在（住民基本台帳）で７９６人、世

帯数は２５９世帯となっており、人口の減少が続いています。

年齢階層別の人口（割合）は、０～１４歳の年少人口が７１人（８.９％）、

１５～６４歳の生産年齢人口が４５１人（５６.７％）、６５歳以上の老年人口

が２７４人（３４.４％）です。

また、１世帯あたりの人数は、平成１７年度の３.５７人から平成２５年度は

３.０７人と減少しています。

（単位：人、戸）

住民基本台帳：平成２５年９月末現在

区 分 男 女 計 うち 65 歳以上 世帯数

小野１区 １６０ ２０８ ３６８
１０３

（28.0％）
１２１

小野２区 ２０５ ２２３ ４２８
１７１

（40.0％）
１３８

上小野支部 ６９ ７９ １４８
７１

（48.0％）
５６

土穴支部 ４８ ５３ １０１
３１

（30.7％）
３１

長尾支部 ８８ ９１ １７９
６９

（38.5％）
５１

小野地域 ３６５ ４３１ ７９６
２７４

（34.4％）
２５９

旧星野村全域 １，３５１ １，６１２ ２，９６３
１，１１９

（37.8％）
１，０９１



１ 基本理念

小野地域のまちづくりの基本理念を、次のとおり掲げます。

本地域は、星野地区の表玄関としての役割を大切にし、来訪者が最初に目に

する星野地区として、美しい山村の風景を維持保存しながら、豊富な史跡や文

化財、豊かな人材などの地域資源を最大限に活かして、誇りある地域づくりを

めざします。

また、ライフラインや産業基盤の構築など生活基盤の整備を図りながら、小

野地域に住むすべての人々が、健康で安心して、いきいきと、心豊かに暮らせ

る生活環境やコミュニティの形成を推進し、次世代を担う子どもたちへと継承

していきます。

２ 基本目標

第３ 小野地域のめざす将来の姿

健康で、いきいき暮らせる、活力ある小野地域

１ 安全に生活できる地域づくり

２ みんなが健やかでいきいきと安心して暮らせる地域づくり

３ 安心して子どもを産み育てることができる地域づくり

４ 伝統文化と新しい文化が活きる地域づくり

５ 人と自然が共生し暮しやすい地域づくり

６ みんながふれあい助け合い生きがいある地域づくり



１ 施策の取り組み

１ 取り組み内容

将来の姿を実現させるために６つの基本目標を定め、現況と課題・主要施策

を示し、地域住民の自主性を尊重し取り組んでいきます。

主要施策に対する具体的な取組みについては、実施主体（専門部会等）及び

実施時期等を示し、実施計画書としてまとめています。

本地域は、前述のとおり地区外への通勤者が多く昼間人口が少ない地域であ

るため、昼間の火災や自然災害等への対応の遅れが心配されています。災害危

険箇所を把握し、道路や防火水槽などのハード面の整備だけでなく、要援護者

支援体制の確立や、避難訓練の実施等により地域防災力の向上を図りながら安

全な生活基盤の確立が求められます。

平成２４年７月の九州北部豪雨災害により星野地区は大きな被害を受けまし

た。激甚災害指定を受け復旧工事が行われておりますが、原状復旧にはまだま

だ長い期間を要する状況です。一日も早い復旧を行政に要望しつつ、地域にお

いては、今後の災害を見据え、避難場所の再検討や、自主防災の取り組みを強

化する必要があります。

防犯や交通安全に関しては、危険個所の点検や啓発活動の強化に努め、防災

対策同様、行政との協働のもと係る対策を講じ、予防を図る必要があります。

特に、九州北部豪雨以降、工事車両の増加や多様な地域外住民の出入りが増え

ています。このような特殊事情にも配慮が必要です。

１ 防災対策の充実

２ 防犯対策の充実

３ 交通安全対策の充実

第４ 将来の姿の実現に向けて

１ 基本目標：安全に生活できる地域づくり

主要施策項目

現況と課題



本地域は、６５歳以上の方が２７４人（小野地域人口７９６人）で、高齢化

率は３４．４％と、他の地域と比べると比較的高齢化率は低いものの、着実に

少子高齢化は進行しており、将来的には地域活動の継続が困難になることが予

想されます。地域住民が健やかでいきいきと安心して暮らせる地域を目指すう

えでは、相互扶助により地域活動を支えていく必要があります。

高齢者福祉については特に配慮が必要です。高齢者のひとり暮らしや高齢者

のみの世帯の増加が考えられるなか、「思いやり」「やさしさ」の気持ちを持っ

て、日常生活の支援をはじめ、生きがいづくりや介護予防、健康づくりの推進

など、高齢者を地域で支える体制づくりが必要です。

１ 高齢者の生きがいづくり

２ 高齢者の日常生活支援

３ 介護予防対策

４ 健康づくりの推進

２ 基本目標：みんなが健やかでいきいきと安心して暮らせる地域づくり

主要施策項目

現況と課題



本地域は、過疎化に歯止めがかからず、若者の流出が続き、少子化による児

童数の減少により、小野小学校をはじめ４校あった小学校が統廃合により、平

成１９年４月から１校となりました。

また、平成２４年７月の豪雨災害以降、高校への通学等の利便性を考えて、

小野地域外への転居も出てきており、早急な定住対策が求められています。

児童数の減少により、子ども会活動についても困難な状況で、地域振興会等

との連携による取り組みが必要です。

子どもたちの健やかな成長は地域の願いです。少年野球や少年サッカー、少

年剣道など、地域の有志による少年スポーツの指導がなされていますが、地域

の子どもは地域が育てるという視点に立って、青少年の健全育成を支援する体

制づくりが必要です。

１ 定住対策の推進

２ 青少年の健全育成

３ 基本目標：安心して子どもを産み育てることができる地域づくり

主要施策項目

現況と課題



本地域には、歴史的にも重要な数々の文化財があり、私たちの誇りであると

同時に、それらを後世に引き継ぐことは私たち地域住民の責務ともいえます。

市指定文化財の「小野神社」をはじめ「玉水山 大円寺」「懐良親王墓所」「浄

源寺山門」など、数多くの文化財があります。鎌倉時代から受け継がれてきた

伝統芸能「風流はんや舞（福岡県指定無形民俗文化財）」は、「下郷」「横回り」

「中通り」「上郷」の４地区で守り続けられ、小野１区と小野２区は、「下郷」

と「横回り」の風流・はんや舞を伝承しています。長尾の天照御祖（あまてら

すみおや）神社に伝わる伝統文化「こっぱげ面」は、同神社の氏子により行わ

れております。

しかしながら、このような文化財や伝統行事のことをあまり知らない地域住

民も少なくありません。「こっぱげ面」は全国でも珍しい風習としてテレビ番組

等でも取り上げられることもあり、以前よりも認知度が高くなりましたが、文

化財や伝統行事の地域内における認知を高めることで、伝承者の確保などの課

題解決を図っていくことが必要です。

伝統文化等を活かすことで、地域内外の人たちとの交流が深まります。伝統

文化等の継承が地域の活性化に結びつくことを自覚し、誇りある地域づくりを

促進することが重要です。

文化的活動は、心を豊かにしてくれるだけではなく、地域コミュニティの醸

成を促し、交流促進による地域活性化にも多大な影響を与えます。活動にあた

っては、地域特色を生かした公民館活動を推進することも有効です。

１ 伝統文化の継承活動

２ 公民館活動の推進

４ 基本目標：伝統文化と新しい文化が活きる地域づくり

主要施策項目

現況と課題



星野川は私たちの生活に豊かさを与えてくれます。しかしながら、生活雑排

水等の垂れ流しなどにより河川の水質を悪化させています。浄化槽の設置や集

落排水施設の整備推進を図りながら、清流星野川の水質保全に努めることが必

要です。

また、星野地区は森林資源が豊富であり、涵養機能や災害防止機能を有し、

私たちの暮らしを守っています。地球温暖化抑制効果もあります。しかしなが

ら、林業の衰退に伴い荒れてきています。間伐や下刈り等の管理を行い、健全

な森林保全に努めることが必要です。

近年、振興会では景観事業に取り組んできました。景観整備は、地域住民は

もちろんのこと、来訪者にとっても癒し効果があり、交流人口の増加の要因の

一つとして考えられます。

本地域は、星野地区の西側入口に位置し、地区の玄関的な役割を担っていま

す。例えば、水田にはレンゲ草や彼岸花を、沿道には桜や紅葉を植栽するなど

の取り組みも有効であると考えられます。特に星野地区は、『日本で最も美しい

村連合』にも加盟しており、星野地区協議会や他の地域振興会とも連携して、

星野地区全体での景観事業が効果的です。

自然の恩恵を享受するうえで私たちにできる環境保全は何なのかを地域一体

となって考え、有効活用を図る必要があります。古より豊かな生活を提供して

きた山村の原風景を後世まで大切に守りながら「自然との共生」の視点に立っ

た暮らしやすい地域づくりを進めていかなければなりません。

１ 生活環境の保全

２ 森林資源の活用保全

３ 美しい景観づくり

５ 基本目標：人と自然が共生し暮らしやすい地域づくり

主要施策項目

現況と課題



本地域は、過疎化・少子高齢化の進行とともに隣組の構成世帯数も減少し、

隣組の再編が課題となっています。また、小野２区については、行政区再編に

より、平成１９年４月から３つの旧行政区が統合され１つの行政区となりまし

た。旧態依然とした組織運営ではなく、行政区一体なった組織運営がスムーズ

に行えるように推進していく必要があります。

地域運営の活性化を図るためには、若者を軸にした地域人口の定着を図る必

要があります。そのためには産業振興による就労機会の提供が必要と考えられ

行政との協働による取り組みが求められます。

地域内交流事業は、コミュニティの醸成を促します。最近は「小野ふれ愛ま

つり 欅友祭」と「グラウンドゴルフ大会」を開催していますが、みんながふれ

あえる地域イベントとして効果的な事業といえます。

今後は、地域内交流促進にとどまらず、都市住民との交流事業やツーリズム

の推進、ＩＵターン者や若者の転出防止に配慮した空き家対策等を講じながら、

地域活性化に結び付ける方策が求められています。

地域内外におけるふれあいを深めながら、共に支えあい、活力のある地域づ

くりを目指していきます。

１ 地域運営の効率化推進

２ 産業振興及び就労の確立

３ 交流イベントの推進

４ ツーリズムの推進

５ 空き家対策

６ 基本目標：みんながふれあい助け合い生きがいある地域づくり

主要施策項目

現況と課題



２ 取り組みのまとめ

基本目標 １．安全に生活できる地域づくり

＊実施主体 ： 産 業 部・・・産業

教育福祉部・・・教育

文化交流部・・・文化

生活環境部・・・生活

公 民 館・・・公民

実行委員会・・・実行

施策 具体的な取組み

実施主体 す
ぐ
に
取
り

組
む

少
し
案
を
練

り
な
が
ら

じ
っ
く
り
時

間
を
か
け
て

主
部

会

防災対策の充実

消防施設（防火水槽・消防用

道路等）の整備要望
協働 生活 ○

消防用道路の整備 協働 生活 ○

防火活動の推進 協働 生活 ○

防災教室の開催 協働 生活 ○

地域点検（危険箇所等）の実

施
協働 生活 ○

治山・砂防事業による防災事

業の要望
協働 生活 ○

ハザードマップの作成 協働 生活 ○

防犯対策の充実

防犯灯の設置要望 協働 生活 ○

空き地、荒地等の除草 協働 生活 ○

交通安全対策の

充実

反射タスキ着用の推進 協働 生活 ○

カーブミラー・外灯の設置要

望
協働 生活 ○



基本目標 ２．みんなが健やかでいきいきと安心して暮らせる地域づくり

基本目標 ３．安心して子どもを産み育てることができる地域づくり

施策 具体的な取組み

実施主体 す
ぐ
に
取
り

組
む

少
し
案
を
練

り
な
が
ら

じ
っ
く
り
時

間
を
か
け
て

主
部

会

高齢者の生きが

いづくり
地域サロンの開催 協働 教育 ○

高齢者の日常生

活支援

高齢者世帯の実態把握と安否

確認体制の確立
協働 教育 ○

声かけ、日常生活の支援 協働 教育 ○

介護予防対策 介護予防のための機能訓練 協働 教育 ○

健康づくりの推

進

健康づくり教室の開催 協働 教育 ○

ウォーキングコースの設置、

整備
協働 教育 ○

適正受診の呼びかけ 協働 教育 ○

中高年を対象とした健康、生

きがいづくり活動
協働 教育 ○

施策 具体的な取組み

実施主体 す
ぐ
に
取
り

組
む

少
し
案
を
練

り
な
が
ら

じ
っ
く
り
時

間
を
か
け
て

主
部

会

定住対策の推進 高校生の通学対策の検討 協働 教育 ○

青少年の健全育

成

あいさつ運動 住民 教育 ○

子育て交流会 協働 教育 ○

子ども会活動の支援 協働 教育 ○



基本目標 ４．伝統文化と新しい文化が活きる地域づくり

施策 具体的な取組み

実施主体 す
ぐ
に
取
り

組
む

少
し
案
を
練

り
な
が
ら

じ
っ
く
り
時

間
を
か
け
て

主
部

会

伝統文化の継承

活動

風流はんや舞の伝承活動の支

援
協働 文化 ○

こっぱげ面の伝承活動の支援 協働 文化 ○

歴史勉強会 住民 文化 ○

案内サイン（文化財・史跡）

の設置
協働 文化 ○

地域資源（文化財・史跡）マ

ップの作成
住民 文化 ○

史跡保全活用環境整備 協働 文化 ○

伝統行事の検討会 協働 文化 ○

公民館活動の推

進

集会施設の整備 協働 公民 ○

社会教育・生涯学習事業 協働 教育 ○

健康スポーツの推進 協働 教育 ○



基本目標 ５．人と自然が共生し暮らしやすい地域づくり

施策 具体的な取組み

実施主体 す
ぐ
に
取
り

組
む

少
し
案
を
練

り
な
が
ら

じ
っ
く
り
時

間
を
か
け
て

主
部

会

生活環境の保全

浄化槽推進のための検討会 協働 生活 ○

河川環境の学習会 住民 生活 ○

河川愛護 協働 生活 ○

生活環境の整備要望 協働 生活 ○

森林資源の活用

保全

炭焼き交流 住民 産業 ○

放置山林の調査、検討 協働 産業 ○

美しい景観づく

り

日本で最も美しい村連合星野

地区協議会との連携
協働 生活 ○

プランターの設置 住民 生活 ○

彼岸花、れんげ草等の植栽 住民 生活 ○

景観木の植樹 住民 生活 ○

道路愛護 協働 生活 ○

環境美化作業 協働 生活 ○

イルミネーションの設置 住民 生活 ○



基本目標 ６．みんながふれあい助け合い生きがいある地域づくり

施策 具体的な取組み

実施主体 す
ぐ
に
取
り

組
む

少
し
案
を
練

り
な
が
ら

じ
っ
く
り
時

間
を
か
け
て

主
部

会

地域運営の効率

化推進

隣組の再編 協働 生活 ○

効率的な行政区運営の検討 協働 生活 ○

産業振興及び就

労の確立

野菜栽培等の研修 住民 産業 ○

農産物直売の検討 住民 産業 ○

農地流動化の推進、耕作放棄

地の解消
協働 産業 ○

都市との交流事業による星野

茶（玉露）の消費宣伝
協働 産業 ○

商工業振興の検討 協働 産業 ○

新ビジネスの研究 協働 産業 ○

交流イベントの

推進

ホタル祭りの開催 住民 実行 ○

欅友祭の開催 住民 実行 ○

交流スポーツ事業の検討 住民 文化 ○

コンサート・文化講演会の開

催
協働 文化 ○

ツーリズムの推

進
ツーリズム学習会の開催 協働 産業 ○

空き家対策

空き家実態調査 協働 産業 ○

空き家の活用検討 協働 産業 ○

Ｉ・Ｕターンの推進 協働 産業 ○
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１．計画策定の目的 

   この計画は、椋谷校区の住民自らが話し合い自らの創意工夫により山積

する様々な課題解決に取り組むとともに、行政と協働してよりよい地域づ

くりを推進する会員共通の指針として本計画を策定する。 

  

２．地域の概況 

 

 （１）自然的、地理的条件 

    本地域は、星野村の北西部に位置し、面積 16.04ｋ㎡、北西の標高 802         

   ｍの鷹取山から北東の 568ｍの合瀬耳納峠までなだらかな稜線で結ばれ、

西は八女市上陽町、北はうきは市と接した地域である。 

    地形は、概ね急峻であり、豊かな緑やなだらかな稜線に沿う棚田や段々

畑が風情ある山里の風景を形作っている。また、山間から流れ出る河川

にそって集落が形成されている。 

    気候は、年間を通じて比較的温暖で降水量も多く、作物の生育には適

した土地柄で、冬季には積雪がみられる。 

  

 （２）社会的条件 

    本地域の人口は、平成１２年４月１日時点では７６６人であったが、

平成２５年４月１日現在では６６５人で１１１人減少している。（減少率

13.2％） 

全国的に少子高齢化の傾向ではあるが、本地域では少子化が急速に進

んでおり、１４歳以下の年齢ごとの平均が約６人という状況である。この

ままでは、後継者不足はもちろん地域の活性化にも影響が出てくることが

危惧され、少子化対策や定住促進への取り組みが急務である。 

    

年 代 

男 女 計 

平成

12 年 

平成

25 年 

平成

12 年 

平成 

25 年 

平成 

12 年 

平成 

25 年 
増減数 

０～14 歳 44 45 61 43 105 88 △17 

15 歳～64 歳 209 178 190 173 399 351 △48 

65 歳以上 116 87 146 139 262 226 △36 

計 369 310 397 355 766 665 △111 
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 （３）経済的条件 

    本地域の総面積は、16.04ｋ㎡で、そのうちの７０％以上を山林が占

めている。耕地面積は 3.38ｋ㎡で全体の２０％程度である。 

    主幹産業は農林業であり、とりわけ茶と緑花木を主体として発展して

きたが、担い手の減少、従事者の高齢化、耕作放棄地の増加、価格の低

迷など農林業を取り巻く状況は、きわめて厳しいものがある。 

    しかし、第１次産業への就業人口は、全体の９０％以上を占め、緑花

木については、全国的にも有数の産地を形成し、茶業においても国県市

の補助をうけて茶園造成や機械の導入など経営の近代化が進み、規模拡

大が進展している。 

 

３．まちづくりの現状と課題 

 

 （１）産業に関する現状と課題 

    なだらかな稜線の中に、美しい棚田や段々畑が立地し、品質の高い玉

露や棚田米の産地となっている。また、北部一帯にかけて、パイロット

茶園や花木団地などの農地が広がり、お茶や花木などの良好な農業基盤

が整備されている。しかし、経済情勢の変化に伴い厳しい環境が続いて

いる。また、九州北部豪雨による農地や農業施設が被災したことによる

耕作放棄地の増加などが懸念される。 

    茶の生産については、経営規模の拡大により、茶園造成や大型機械の

導入が進んだ結果、多くの資金が必要になる状況にあるが、近年は価格

低下により経営状況は年々厳しさを増している。緑花木は、公共事業の

減少などにより、価格低迷が定着し、需要に応じた品種の生産体制や販

売体制の構築が課題となっている。林業についても、木材価格の低迷が

続いており、担い手不足や森林の荒廃が進んでいる。 

    今後は、中山間地の条件を活用し、農地の集約や機械の共同利用など

集落営農に取り組むことが急務となっている。また、集落営農のリーダ

ーとなる人材の育成や若い就農者の収益を確保し、後継者を増やしてい

くことが重要な課題となっている。 
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魅 力 問 題 点 

・良好な農業生産基盤がある 

・豊富な農地と多様な取り組みが可能 

・良質なお茶、花木の生産地 

・専業農家の割合が高い 

・集落営農の組織化が進んでいる 

・耕作放棄地の増加 

・農家の経営格差が拡大している 

・新規就農者が少ない 

・農地の集約や機械の共同利用が遅れて

いる 

課 題 

①農林業の振興 

②集落営農（農地の集約、機械の共同利用等）の取り組み 

③担い手の育成 

 

 

 

 （２）生活環境に関する現状と課題 

    道路網については、合瀬耳納トンネルの開通が平成２９年度に予定さ

れており、交通量の増加が見込まれるため、特に県道八女香春線の中渡

瀬地区の早急な整備が望まれる。簡易水道については、未普及地域への

整備を進めていく。また、河川の浄化を図るため、各家庭の合併浄化槽

の導入を継続して推進していく。 

    九州北部豪雨での経験を教訓とし、自主防災組織の育成と避難体制の

確立、消防・防災体制の強化などに取り組んでいく。 

    この他、定住促進のためにも古い慣習にとらわれず、安心して子育て

できる生活環境づくりや移住者との交流を図る。 

 

魅 力 問 題 点 

・地域にまとまりがある 

・高齢者が暮らしやすい土地柄である 

・安心して生活できる（防犯） 

・道路等の社会基盤整備が遅れている 

・自然災害等の不安がある 

・空き家の活用 

・古い慣習にとらわれ変革できない 

課 題 

①道路等の社会基盤整備 

②生活環境の整備 

③高齢者等の福祉の充実 
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（３）自然環境に関する現状と課題 

    椋谷校区は、なだらかな稜線上に立地するため豊かな山林や河川など

の自然環境に恵まれ、また棚田や段々畑などの特徴的な農村景観がみら

れる。その美しい棚田の風景を活かした地域づくりから、地元農産物の

販売につながっている。 

    九州北部豪雨災害では、多くの農地や水路等が被災した結果、耕作放

棄地の増加が懸念され、より早い災害からの復旧が課題となっている。 

   

 

魅 力 問 題 点 

・自然公園的な景観がある 

・棚田などの農村風景がある 

・季節ごとに違った彩が感じられる 

・豪雨災害からの復旧 

・環境保全に対する意識が低い 

・有害鳥獣の被害が増えている 

課 題 

①自然、農村の環境保全 

②沿道景観の整備 

③道路・河川の美化 

 

 

（４）教育、文化に関する現状と課題 

  子供会活動や文化財の保護・地域文化の伝承・地域づくり問題など社会 

教育の充実が課題となっている。 

  地域活動の拠点となる椋谷小学校跡地の地域交流センターについは、立 

地もよく施設も整っているため、地域づくりや教育・文化の拠点となる 

よう利活用について検討する必要がある。 

 

魅 力 問 題 点 

・地域に文化や祭りがある 

・年代別にグループ活動がある 

・子供の育成が図られている 

・文化や芸術に対する意識が低い 

・地域交流センターの活用 

・図書館などの利用が少ない 

課 題 

①生涯学習の振興 

②伝統文化の継承 

③地域交流センターの活用 
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（５）地域交流に関する現状と課題 

   イベントなどを通して都市との交流が広がってきているので、校区全

体へその輪を広げていくことが課題となっている。今後、トンネル開通

による交流人口の増加も見込めるため、地域情報の発信を行い、地域に

引き込む仕掛けをつくることが重要となる。 

   また、地域内交流においても校区全体で行うことが少ないため、スポ

ーツ大会などによる住民交流を積極的行っていく必要がある。 

 

魅 力 問 題 点 

・まつりなどによる交流が盛ん 

・地域の案内板が整備されている 

・都市との交流が少ない 

・椋谷校区全体での交流が少ない 

課 題 

①都市住民との交流促進 

②住民参加の地域づくりの推進 

③地域情報の発信 

 

４．まちづくりの目標と取組 

椋谷地区の将来像を 

 『自然と文化が育む明るく元気な地域』 

 と定め、住民自ら積極的な行動によりその実現を目指す。 

 

（１）各分野のテーマ 

①産業振興に関すること 

    「農林業と観光の振興を目指す豊かな地域づくり」 

     ○農林業の振興 

      ・機械化による農作業の効率化 

      ・高収益型農産物の導入 

      ・集落営農の推進（農地の集約・機械の共同利用等） 

      ・農道・林道整備による農作業の効率化 

5



 

     ○産業・観光の振興 

      ・地場農産物の加工販売 

      ・グリーンツーリズムの推進 

 

     ○担い手の育成 

      ・認定農業者の育成 

      ・新規就農者の確保（Ｕターン・Ｉターン） 

      ・林業後継者の育成 

 

    ②生活環境に関すること 

     「子供からお年寄りまで安心、安全に暮らせる地域づくり」 

     ○道路交通整備 

       ・主要道路（県道・市道）及び農道・林道の整備 

      ・交通安全施設等の整備 

 

       ○生活環境の整備 

        ・水道未普及地域の飲料水施設の整備 

        ・合併浄化槽設置の推進 

        ・ごみの減量化、リサイクル意識の向上の推進 

        ・消防・防災体制の強化（消防水利・施設等の整備） 

        ・砂防・治山・地滑り対策事業の推進 

        ・自主防災組織の育成と避難体制の確立 

        ・デマンドバスの活用 

 

     ○住宅の整備 

      ・空き家の活用（空き家バンク登録推進） 

       ・定住促進住宅建設の推進 

 

     ○地域福祉の充実 

      ・高齢者の生きがいづくり 

      ・安心して、子育て出来る生活環境づくり 

            ・地域サロンの充実 
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   ③自然環境に関すること 

     「美しい景観を活かした地域づくり」 

     ○人と自然環境の共存 

      ・棚田、自然公園等の整備 

      ・沿道景観の整備 

      ・耕作放棄地、放置竹林の整備 

      ・被災箇所の復旧 

 

     ④教育、文化に関すること 

    「伝統文化を活かした活気ある地域づくり」 

     ○地域教育・文化の振興 

      ・生涯学習の推進 

      ・伝統文化の継承及び文化財の整備 

      ・スポーツ等の推進 

      ・椋谷地区交流センターの活用 

 

     ○地域づくり事業の推進 

      ・元気な地域づくり推進事業 

      ・結婚サポートセンターの活用 

 

    ⑤地域交流に関すること 

     「交流を通じ生き生きとした夢のある地域づくり」 

      ○地域内交流の促進 

       ・地域住民参加による夏まつりの実施 

       ・スポーツ大会等による住民交流 

 

      ○地域外交流の促進 

      ・都市との交流の促進（イベント等の開催） 

       ・トンネルを活用した交流の促進 

       ・ＦＭ八女などによる情報発信 

       ・案内板の整備（地域の紹介） 
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行政
行政・
私たち

私たち

集落営農の推進（農地の集約・機械の共同利用） ○ ○

農道・林道整備による農作業の効率化を図る ○ ○

緑花木園の造成客土 ○ ○

奨励作物の推進 ○ ○

林内の作業道の開設 ○ ○

林業活用による雇用の確保（勉強会等） ○ ○ ○

地場農産物の加工販売 ○ ○

グリーンツーリズムの推進 ○ ○

認定農業者の育成 ○ ○

新規就農者の確保（Uターン・Iターン） ○ ○

林業後継者の育成 ○ ○

地域外からの若者誘致 ○ ○

行政
行政・
私たち

私たち

県道の整備・改良 ○ ○

市道の新設・改良・維持・補修 ○ ○

赤道・青道の点検・整備 ○ ○

ガードレール・カーブミラーの整備 ○ ○

デマンドバスの活用 ○ ○

水道未普及地域の飲料水施設の整備 ○ ○

合併浄化槽の導入 ○ ○

各種消防施設整備 ○ ○

自主防災組織の育成と避難体制の確立 ○ ○

外灯の改修・新設 ○ ○

沿道樹木の伐採・枝打 ○ ○

道路愛護の実施 ○ ○

ゴミの減量化啓発 ○ ○

住宅の整備 空き家の活用 ○ ○

高齢者の生きがいづくり ○ ○

子育て出来る生活環境づくり ○ ○

声かけ運動 ○ ○

多世代交流の推進 ○ ○

地域サロンの活用 ○ ○

１．産業振興に関すること

農林業の振興

道路交通の整備

椋 谷 校 区 実 施 計 画 書

実　施　主　体 す
ぐ
に
取
り

組
む

少
し
案
を
練

り
な
が
ら

じ
っ

く
り
時

間
を
か
け
て

具 体 的 な 取 り 組 み施 策

生活環境の整備

２．生活環境に関すること

施 策 具 体 的 な 取 り 組 み

実　施　主　体 す
ぐ
に
取
り

組
む

少
し
案
を
練

り
な
が
ら

じ
っ

く
り
時

間
を
か
け
て

産業・観光の振興

担い手の育成

地域福祉の充実
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行政
行政・
私たち

私たち

各種公園の整備 ○ ○

集落内景観の整備 ○ ○

沿道景観及び展望所の整備 ○ ○

景観整備計画の作成 ○ ○

景観作物の栽培 ○ ○

棚田の保全活動 ○ ○

道路愛護の実施 ○ ○

ゴミ不法投棄対策 ○ ○

被災箇所の復旧 ○ ○

耕作放棄地・放置森林の整備 ○ ○

有害鳥獣の有効活用 ○ ○

行政
行政・
私たち

私たち

子供会活動 ○ ○

公民館活動 ○ ○

女性部活動 ○ ○

老人クラブ活動 ○ ○

子育て支援事業 ○ ○

子供の遊び場の整備 ○ ○

風流・はんや舞の継承記録保存 ○ ○

歴史遺産の保全整備 ○ ○

自然体験活動の推進 ○ ○

椋谷地域交流センターの活用 ○ ○

地域に残る教育、残れる教育の実施 ○ ○

生涯学習の推進 ○ ○

図書館の利用 ○ ○

結婚サポートセンターの活用 ○ ○

各種視察・研修会への参加 ○ ○

各種まつりの開催 ○ ○

イルミネーション ○ ○

人と自然
環境の共存

実　施　主　体 す
ぐ
に
取
り

組
む

少
し
案
を
練

り
な
が
ら

じ
っ

く
り
時

間
を
か
け
て

３．自然環境に関すること

施 策 具 体 的 な 取 り 組 み

実　施　主　体 す
ぐ
に
取
り

組
む

少
し
案
を
練

り
な
が
ら

じ
っ

く
り
時

間
を
か
け
て

地域づくり
事業の推進

４．教育、文化に関すること

施 策 具 体 的 な 取 り 組 み

地域の教育・
文化の振興
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行政
行政・
私たち

私たち

地域住民参加による夏まつりの実施 ○ ○

スポーツ大会等による住民交流 ○ ○

各種交流活動支援 ○ ○

花見の開催 ○ ○

星野出身者との交流 ○ ○

公民館を宿泊に利用 ○ ○

観光案内板の整備 ○

絵になる案内板と地域のアピール（紹介） ○ ○

都市との交流の促進 ○ ○

地域外交流
の促進

地域内交流
の促進

５．地域交流に関すること

施 策 具 体 的 な 取 り 組 み

実　施　主　体 す
ぐ
に
取
り

組
む

少
し
案
を
練

り
な
が
ら

じ
っ

く
り
時

間
を
か
け
て
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星野地区いきいき振興会

地域振興計画書

平成２６年４月７日策定

星野地区いきいき振興会
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１ 計画策定の趣旨（目的）

今日の日本を取り巻く社会情勢は、少子高齢化、高度情報化、国際化が急速

に進展する中で、地球規模での環境悪化、産業構造の変化による雇用の不安定

化や経済格差の拡大等の問題がより深刻化しています。

とりわけ、都市化、核家族化などによる地域社会の人間関係の希薄化は、地

域や家庭の教育力を低下させ、いじめや引きこもり、犯罪の低年齢化、独居老

人の孤独死など心の豊かさの欠如に起因する深刻な事態を招いています。

また、長引く経済不況は民間経済のみならず自治体財政をも圧迫し、地域課

題の解決に行政の金銭的・人的支援は期待できない状況が続き、住民一人ひと

りのまちづくりへの参画が重要となってきています。

平成２２年２月１日に市町村合併で誕生した新八女市は、第４次総合計画に

基づき地域振興を図っていますが、解決すべき地域の課題は山積しています。

星野地区の状況は、平成１９年３月に旧九西区と旧九東区が統合して星野２

区が誕生し、新たな枠組みとなりました。

平成２４年７月１４日に発生した北部九州豪雨災害の爪痕は深く、復興には

相当期間を要する状況です。

この計画は、このような情勢の変化に対応するため、「自らの地域のことは、

自らの手で」を基本コンセプトに、星野地区の住民自らが話し合い、自らの創

意工夫により地域の様々な課題解決に取り組むとともに、行政と協働してより

良い地域づくりを推進し、もって地域の振興発展に資することを目的とします。

第１ はじめに
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１ 位置・地勢等

星野地区は星野村の中央部に位置し、３つの行政区（星野１区、星野２区、

星野３区）があります。

星野１区は県道八女香春線に沿って集落が点在しており、底払・柳原・本星

野・寄・板橋・田の原の６集落８隣組で構成されています。

柳原・本星野・寄・板橋・田の原に集会施設が整備され、それを単位として

コミュニティ活動・公民館活動がなされていましたが、近年は敬老祝賀会を合

同で行う等行政区全体で取り組む事業が増えています。

集落を取り巻くように水田が存在し、本星野集落の南東部一帯には広大な茶

畑が開けています。

本星野地区には、かつて星野郷を治めていた星野氏が居を構えた館跡と御霊

八幡宮があり、八幡宮に伝わる御良（霊）八幡太鼓は、星野小学校において伝

統文化の伝承活動として授業に取り入れられています。

田の原地区には、星野村唯一の中学校があります。

星野２区は、西・東の２支部１５隣組で構成されています。

西支部は星野村の中心に位置し、市役所支所、農協支所等の公共（公共的）

施設に加え、郵便局、銀行出張所等の機関が集中しており、星野川をはさんで

南部の麻生地区には総合保健福祉センター、特別養護老人ホーム、グループホ

ーム、保育所、若者定住促進住宅、十篭地区には市営住宅があります。

十篭地区は、かつては飲食店が立ち並んでたいへん賑わった場所でしたが、

景気の低迷と後継者不在でほとんどが空き店舗となっています。

池の山地区には、星の文化館をはじめとする観光施設を有する星のふるさと

公園があり、多数の入込客があります。

十篭地区の北部から東部にかけて水田が開け、麻生地区には広大な茶園が開

けています。

十篭から宮蔵にかけての棚田は優れた景観となっています。また、宮蔵から

の眺望は地域住民の自慢の一つです。

第２ 地域の概況
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東支部は山間部に位置し、集落は緩傾斜地に形成され、吉城・古内川・合原・

的別当・宿の谷・合原団地の７集落７隣組から構成されています。

集落周囲に農地が開けていますが、ほとんどが階段状です。

昭和４２年に整備された市営住宅（合原団地）は老朽化が進んでいます。

龍川内渓谷、木浦谷は神秘的な景観を醸し出す地域です。特に室山熊野神社

は、パワースポットとして注目が集まっています。

星野３区は、県道浮羽石川内線沿いに、１３隣組で構成されています。

農地は、行政区の中央から西部にかけて水田が開けています。

鶴・寺・志屋・千々谷地区には市営住宅がありますが、寺・志屋・千々谷地

区の住宅については老朽化が進んでいます。

かつて星野金山の全盛期には最も活力があった地域です。

星野村唯一の星野小学校、農産加工施設、星野焼展示館や星野民芸の工房が

あります。

鎌倉時代から受け継がれてきた伝統芸能「風流はんや舞」（福岡県指定無形民

俗文化財）は、「下郷」「横回り」「中通り」「上郷」の４地区で守り続けられ、

星野１区は「横回り」の風流・はんや舞を、星野２区及び３区は「中通り」の

風流及びはんや舞をそれぞれ伝承しています。

２ 人口・世帯

本地区の人口は平成２５年８月末日現在（住民基本台帳）で９５７人、世帯

数は３７４世帯となっており、人口は減少が続いています。

年齢階層別の人口（割合）は、０～１４歳の年少人口が９５人（9.9%）、１５
～６４歳の生産年齢人口が５０７人（53.0%）、６５歳以上の老年人口が３５５
人（37.1%）です。
また、１世帯あたりの人数は、平成１８年度 2.77人から平成２５年度 2.56

人と減少しています。

（平成２５年８月末現在）

行 政 区 人 口 世 帯 数

星野１区 ３３２人 １１１世帯

星野２区
西支部 ２５０人 １０７世帯

東支部 １１３人 ４４世帯

星野３区 ２６２人 １１２世帯

合 計 ９５７人 ３７４世帯
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１ 基本理念

星野地区のまちづくりの基本理念を、次のとおり掲げます。

少子高齢化と過疎化が進む中で、一人ひとりが互いに認めあい、心豊かに支

えあいの心を持ちながら地域とかかわり、安全で、安心して健やかに暮らせる

やさしいまちづくりを目指します。

また、本地区の豊かな自然・歴史・受け継がれてきた伝統文化を大切な財産

として守り育てるとともに、内外の人々との交流や連携を進めながら地域に元

気を生み出し、「自らの地域のことは、自らの手で」を基本コンセプトに、地域

住民と行政が協働して活力を生み出す、楽しいまちづくりを目指します。

２ 基本目標

第３ 星野地区のめざす将来の姿

心豊かに 共に支えあい 安心して健やかに暮らせる 優しいまちづくり

１ 安全に生活できる地域づくり

２ みんなが健やかでいきいきと安心して暮らせる地域づくり

３ 安心して子どもを産み育てることができる地域づくり

４ 伝統文化と新しい文化が活きる地域づくり

５ 人と自然が共生し暮しやすい地域づくり

６ みんながふれあい助け合い生きがいある地域づくり
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１ 施策の取り組み

１ 取り組み内容

将来の姿を実現させるために６つの基本目標を定め、現況と課題・主要施策

を示し、地区住民が策定したという誇りを共有し、取り組んでいきます。

主要施策に対する具体的な取組みについては、実施主体（専門部会等）及び

実施時期等を示し、実施計画書としてまとめています。

本地区の主要生活道路は、本星野地区を除き県道ですが、幅員が狭い部分が

あり改良が望まれています。また、道路に覆いかぶさる支障木の伐採とあわせ

て景観木の植栽を行い、道路凍結防止・明るい環境づくり・危険個所の解消が

求められています。

コウモリ岩地区は小中学生の通学路となっており、コンクリートを吹き付け

て落石防止が施されていますが、風化による落石事故が懸念されています。

池の山地区は地すべり地域に指定され、対策工事が実施されました。

消防は、常備消防としての八女東消防署星野分署、星野村消防団第３分団１

部と２部があります。

星野２区西多目的集会施設一帯は防火水利がなく、十篭地区の防火水利とし

ている下井手水路は農地の減少により維持管理が困難となっています。

寄～柳原、星野２区西多目的集会施設付近、十篭地区集落東部及び星野３区

の各所においては、外灯が設置されていない個所があり、夜間の歩行が危険な

状態です。

１ 生活関連道路整備推進事業

２ 防災関連事業

３ 防犯対策事業

第４ 将来の姿の実現に向けて

１ 基本目標：安全に生活できる地域づくり

主要施策項目

現況と課題
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少子高齢化が進行しています。特に、６５歳以上のお年寄りが地区人口の

37.1％を占めています。

これからは、高齢者のひとり暮らし世帯の安否確認のシステムの検討や閉じ

こもり解消策及び高齢者の交通手段の確保が課題です。あわせて、本地区から

村外へ転出された方と故郷との交流を促進し、その中で一人暮らしの高齢者の

家族との連携を密にして、一人暮らし高齢者を地域で支える体制づくりを推進

します。

また、将来定年退職後に地元故郷に帰ってきたいという人のための支援策が

必要です。

学童保育や夜間の医療体制確立も望まれています。

元気で長生き「ピンピンコロリ」を実践するために、生活習慣病の予防対策

や健康づくりと住民健診の適正受診を推進します。

１ 高齢者日常生活支援事業

２ 介護予防対策事業

３ 老人クラブ活性化対策事業

４ 健康づくり推進事業

２ 基本目標：みんなが健やかでいきいきと安心して暮らせる地域づくり

主要施策項目

現況と課題
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星野小学校は、平成１９年３月３１日に小野・椋谷・星野・仁田原小学校が

閉校し、４月１日に新設校として開校しました。

その星野小学校にアンビシャス広場が開設されています。

子ども会は、星野１区子ども会、白竹子ども会（星野２区）、星野３区子ども

会が組織されています。

少年スポーツ団体としては、池の山道場（剣道）、星野ＦＣ（サッカー）があ

り、地域の有志により指導がなされています。

「地域の子どもは地域が育てる」という視点に立った青少年育成を基本に、

支援体制を構築する必要があります。

１ 青少年健全育成事業

３ 基本目標：安心して子どもを産み育てることができる地域づくり

主要施策項目

現況と課題
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各地区に伝わるまつりは地域住民により受け継がれてきましたが、少子高齢

化と過疎化のため継承が難しい状況となっています。

県指定天然記念物の「室山の大杉（２本）」「麻生池のオグラコウホネ自生地」、

市指定文化財の「底払のヤブツバキ」「御霊八幡神社の大杉」など、各地区に文

化財や名所旧跡がありますが、よく知られていないのが現状です。

鎌倉時代から受け継がれてきた伝統芸能「風流はんや舞」（福岡県指定無形民

俗文化財）は、「下郷」「横回り」「中通り」「上郷」の４地区で守り続けられ、

星野１区は「横回り」の風流・はんや舞を、星野２区及び３区は「中通り」の

風流及びはんや舞をそれぞれ伝承していますが、若い人が少なくなっているた

め、後継者の確保に窮しています。早急な対策が必要です。

的別当の素盞鳴（すさのお）神社に伝わる「こっぱげ面（祇園まつり）」は、

現在、星野村中の有志により執り行われ、長尾の天照御祖（あまてらすみおや）

神社や三坂の祇園神社とあわせて、全国でも珍しい風習としてテレビ番組で取

り上げられるようになりました。

星野村特産のお茶を保存・運搬するために発展した星野焼を展示・紹介する

「古陶星野焼展示館」が、千々谷地区にあります。

自治公民館（以下「公民館」という。）活動の拠点として、各地区に公民館（本・

支館）があります。

公民館は、敬老祝賀会やスポーツを通した交流事業等を主催しています。星

野３区公民館については、２階建てで高齢者にとっては利用がしにくいうえに

主要生活道路（県道）に面して危険なこと、また駐車場がないなど施設改良の

要望がでています。

成人のスポーツ団体は、８区ライナーズ、星野中央（以上野球）とミニバレ

ーボールがあります。

１ 文化継承推進事業

２ 公民館活動推進事業

４ 基本目標：伝統文化と新しい文化が活きる地域づくり

主要施策項目

現況と課題
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水道は、十篭地区簡易水道、本星野地区営農飲雑用水施設及び仁田原地区営

農飲雑用水施設により地区全体が給水区域となっていますが、十篭地区簡易水

道は九州北部豪雨災害により竜川内川の取水口が流失し、応急的に復旧はして

いるものの、本復旧には相当期間を要する状況です。

また、水道組合により渓流から導水している地区が千々谷地区等一部にあり

ますが、高齢化が進み維持管理が難しくなっていたうえに、北部九州豪雨災害

により被災し、いつ給水不能になるかわからない状況となっています。

十篭地区簡易水道の水源となる宿の谷地区については、過去に食物残渣が埋

め立てられるなど環境保全対策が課題です。

可燃ごみは全地区収集区域となっており、不燃ごみは分別収集が定着してい

ますが、高齢者のごみ出しに支援が必要となってきています。

し尿処理の状況は、星野村全体で、合併処理浄化槽設置数が３００基、普及

率２７．７％となっています。（平成２５年３月３１日現在）

千々谷河川公園は散歩コースとして人気でしたが、九州北部豪雨により大き

な被害を受けました。

河川への不法投棄は、問題視するほどの状況ではありません。

河川の汚れについては、葦の繁茂が目立つようになり、水質の悪化が叫ばれ

ていました。九州北部豪雨災害により葦が流されてしまいましたが、基本的な

状況は何ら変化していないものと思われます。

１ 環境保全啓発事業

２ ごみ収集合理化事業

３ 水道敷設事業

４ 浄化槽排水対策事業

５ 景観保全創造推進事業

５ 基本目標：人と自然が共生し暮らしやすい地域づくり

主要施策項目

現況と課題
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少子高齢化の進展とともに隣組の構成世帯数も減少し、隣組の再編が課題と

なっています。また、星野３区においては、平成２５年度に組織体制の抜本的

な見直しが行われました。この新しい組織運営がスムーズに行えるように推進

していかなければなりません。

産業については、茶と水稲を組み合わせた経営が基本ですが、近年はハウス

や露地による「なす栽培」が増えています。専業農家は数軒で、ほとんどが２

種兼業農家です。また、農業後継者不在による耕作放棄地が増加しています。

高齢者の持つ能力を活用した就労機会を創出し、高齢者の生きがいづくりに

つなげていくことが必要です。

商店については、小規模経営がほとんどです。星のふるさと公園の入込客を

取り込む有効方策の創出が大きな課題となっています。

生きがいづくりについては、本地区独自の取り組みはありません。個人が市

の福祉対策事業や公立公民館講座に自主的に参加している状況ですが、高齢者

のひとり暮らしや老人のみの世帯が多くなるにつれて、閉じこもりにならない

ように、地域の力で生きがいづくりをしていく必要があります。

星野１区及び３区は地域住民の交流事業として、夏まつりを開催しています。

地区全体の交流事業としては、平成２５年度にグラウンドゴルフ大会を初めて

開催しました。

今後は、地区住民相互の交流促進と合わせて、都市部住民との交流事業を取

り入れ、グリーンツーリズムの推進や空き家対策とともに地域活性化に結び付

ける方策が求められています。

１ 地域運営効率化推進事業

２ 産業振興及び就労確立事業

３ 生きがいづくり事業

４ 交流イベント推進事業

５ グリーンツーリズム推進事業

６ 空き家対策事業

６ 基本目標：みんながふれあい助け合い生きがいある地域づくり

主要施策項目

現況と課題
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２ 推進体制（部会活動内容）

【部会活動の内容】

① 生活環境部会 ・・・ 生活環境整備、防火・防災・防犯、交通安全、

環境保全、分別収集、ごみ減量対策

② 公民館部会 ・・・ 生涯学習、趣味、娯楽、人権学習、文化伝承

③ 教育健康福祉部会 ・・・ 青少年育成、子ども会活動推進、子育て支援、

高齢者福祉、健康づくり

④ 地域活性化部会 ・・・ 地域づくり事業、イベントの企画・実施

星 野 地 区 い き い き 振 興 会

総 会

運 営 委 員 会

公

民

館

部

会

地

域

活

性

化

部

会

役 員 会

生

活

環

境

部

会

教

育

健

康

福

祉

部

会

星

野

1

区

振

興

会

星

野

2

区

振

興

会

星

野

3

区

振

興

会



13

３ 取り組みのまとめ

基本目標 １．安全に生活できる地域づくり

＊実施主体 ： 生活環境部会・・・・生活 星野 1区振興会・・・１区

公民館部会・・・・・公民 星野２区振興会・・・２区

教育健康福祉部会・・教育 星野３区振興会・・・３区

地域活性化部会・・・地域

施策 具体的な取組み

実施主体 す
ぐ
に
取
り

組
む

少
し
案
を
練

り
な
が
ら

じ
っ
く
り
時

間
を
か
け
て

主
部

会

生活関連道路整

備推進事業

・道路沿線立木の伐採と景観

木等の植栽（寄～三段）
協働 １区 ○

・県道早期改良要望

（古野～坂の下）
協働 生活 ○

・（自主的な）道路愛護 住民 生活 ○

防災関係事業

・農業用水路の防火用水源活

用対策
協働 全区 ○

・消防用道路の新設・改良 協働
２区

３区
○

・防火活動の推進 住民 生活 ○

・防災教室の開催 協働 生活 ○

・ハザードマップの作成 協働 生活 ○

防犯対策事業

・治山、砂防事業による防災

事業の要望
協働 生活 ○

・防犯灯の設置 協働 生活 ○

・空き地、荒地の除草 協働 生活 ○
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基本目標 ２．みんなが健やかで生き生きと安心して暮らせる地域づくり

基本目標 ３．安心して子どもを産み育てることができる地域づくり

施策 具体的な取組み

実施主体 す
ぐ
に
取
り

組
む

少
し
案
を
練

り
な
が
ら

じ
っ
く
り
時

間
を
か
け
て

主
部

会

高齢者日常生活

支援事業

・高齢者世帯の実態把握と安

否確認体制の確立
住民 教育 ○

・高齢者と連携した公民館事

業
住民 公民 ○

・声かけ、日常生活支援 住民 教育 ○

・おとしより１１０番事業 住民 教育

介護予防対策事

業

・介護予防のための機能訓練 協働 教育 ○

・地域サロンの推進 住民 教育 ○

老人クラブ活性

化対策事業

・老人クラブ事業の充実、支

援
住民 教育 ○

健康づくり推進

事業

・ウオーキングコースの設置、

整備
住民 教育 ○

・健康教室の開催 協働 教育 ○

・生活習慣病予防対策 協働 教育 ○

・適正受診の呼びかけ 協働 教育 ○

・中高年を対象とした健康、

生きがいづくり活動
住民 教育 ○

・ラジオ体操の実施 住民 ３区 ○

施策 具体的な取組み

実施主体 す
ぐ
に
取
り

組
む

少
し
案
を
練

り
な
が
ら

じ
っ
く
り
時

間
を
か
け
て

主
部

会

青少年健全育成

事業

・アンビシャス運動の支援、

推進
住民 教育 ○

・高齢者による自然体験活動

の支援
住民 教育 ○

・登下校時のあいさつ運動 住民 教育 ○
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基本目標 ４．伝統文化と新しい文化が活きる地域づくり

基本目標 ５．人と自然が共生し暮らしやすい地域づくり

施策 具体的な取組み

実施主体 す
ぐ
に
取
り

組
む

少
し
案
を
練

り
な
が
ら

じ
っ
く
り
時

間
を
か
け
て

主
部

会

文化継承推進事

業

・各地区に伝わるまつりの継

承体制づくり
住民 公民 ○

・御良八幡太鼓伝承 住民 １区 ○

・ヤブツバキ周辺の整備 住民 １区 ○

・風流はんや舞伝承 住民 公民 ○

・風流はんや舞の記録保存

（児童生徒の学習教材とし

ての活用含む）

協働 公民 ○

・千々谷八幡宮参道整備 住民 ３区 ○

・こっぱげ面の保全伝承 住民 公民 ○

・歴史、文化伝承学習会 住民 公民 ○

・穿石越に係る調査研究 住民 １区 ○

・坂の下地蔵神社整備 住民 ３区 ○

・室山熊野神社及び周辺整備

（古道含む）
住民 ２区 ○

公民館活動推進

事業

・児童、高齢者向け事業 住民 教育 ○

・公民館施設改良（駐車場含

む）
協働 ３区 ○

・健康スポーツ推進 住民 教育 ○

施策 具体的な取組み

実施主体 す
ぐ
に
取
り

組
む

少
し
案
を
練

り
な
が
ら

じ
っ
く
り
時

間
を
か
け
て

主
部

会

環境保全啓発事

業

・環境学習会の開催 住民 生活 ○

・環境保全監視 住民 生活 ○

・ペットマナー向上運動 住民 生活 ○
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基本目標 ６．みんながふれあい助け合い生きがいある地域づくり

ごみ収集合理化

事業
・高齢者の粗大ごみ回収支援 住民

生活

教育
○

水道敷設事業 ・簡易水道の敷設 協働 生活 ○

浄化槽設置推進

事業
・浄化槽の設置 協働 生活 ○

浄化槽排水対策

事業

・農業用水路の活用（用水路

整備）
住民 ３区 ○

景観保全創造推

進事業

・河川愛護（葦の除草含む） 住民 生活 ○

・河川公園整備 住民
１区

３区
○

・こうもり岩周辺整備（洞窟

の活用含む）
協働 １区 ○

・遊歩道の整備 住民 ３区 ○

・景観木の植樹 住民 全区 ○

・プランターの設置 住民 全区 ○

・（自主的な）道路愛護 住民 生活 ○

・環境美化作業 住民 生活 ○

施策 具体的な取組み

実施主体 す
ぐ
に
取
り

組
む

少
し
案
を
練

り
な
が
ら

じ
っ
く
り
時

間
を
か
け
て

主
部

会

地域運営組織改

善事業

・隣組の再編 住民 生活 ○

・新組織（星野３区自治会）

の推進（地域サポートグル

ープ含む）

住民 ３区 ○

産業振興及び就

労確立事業

・野菜、山菜栽培の振興 住民 地域 ○

・裏作、冬場の休耕田の活用 住民 地域 ○

・農林産物の活用による商品

開発、販路の確保
住民 地域 ○

・高齢者の就労による集出荷

体制確立
住民

教育

地域
○
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・商店の再生、復興 協働 地域 ○

・星のふるさと公園との連携 住民 地域 ○

・後継者及び自立農林家の育

成と協業化の推進
協働 地域 ○

・都市との交流事業の推進 住民 地域 ○

・女性グループの活動推進 住民 地域 ○

・耕作放棄地解消事業（地域

住民と都市住民との連携）
住民 地域 ○

・担い手への利用集積 協働 地域 ○

生きがいづくり

事業

・高齢者の能力活用（昔遊び

や地元の味伝承含む）
住民

公民

教育
○

・集会施設の環境改善と高齢

者寄合所の開設
協働

生活

教育
○

交流イベント推

進事業

・夏まつりの開催 住民 地域 ○

・ふるさと交流事業（田舎体

験、炭焼き体験ほか）
住民 地域 ○

・散策道の整備 住民 地域 ○

・地域住民との交流事業（バ

スハイクほか）
住民 全区 ○

グリーンツーリ

ズム推進事業
・学習会の開催 住民 地域 ○

空き家対策事業

・空き家実態調査 住民 地域 ○

・空き家の活用検討 住民 地域 ○

・Ｉ・Ｕターンの推進 住民 地域 ○
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１ 星野地区地域振興計画策定の主な経過

年月日 会議名 主な内容

H25.7.9
第１回星野地区まちづく

り協議会

○地域振興計画の策定（見直し）について

・計画策定提案

H25.7.18
星野地区いきいき振興会

第２回役員会

○地域振興計画の策定（見直し）について

・本年度中の計画策定を確認

H25.8.27
第２回星野地区まちづく

り協議会

○地域振興計画の策定（見直し）について

・計画策定スケジュール確認

H25.10.7
星野地区いきいき振興会

第３回役員会

○地域振興計画の策定（見直し）について

・第２回星野地区まちづくり協議会報告

H25.11.29
星野地区いきいき振興会

第４回役員会

○地域振興計画の策定（見直し）について

・計画案検討

H26.1.21
第３回星野地区まちづく

り協議会

○地域振興計画の策定（見直し）について

・計画策定進捗状況報告

H26.3.24
第４回星野地区まちづく

り協議会
○地域振興計画の策定（見直し）について

H26.4.7
星野地区いきいき振興会

平成２６年度定期総会
○地域振興計画承認

付属資料
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平成１７年 ６月１７日策定

平成２６年 ４月１３日見直し

計画期間

平成２６年度～平成３５年度
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１ 計画策定の趣旨（目的）

この計画は、上郷村が、地域の良さや課題について話し合い、新たな村づくりのための構想を策

定するものであり、会員共通の指針としてとりまとめを行います。

この計画の対象区域は、上郷村（旧 11・12･13･14･15 行政区、現上郷１区）とし、会員

はこの地域の住民で構成することとします。

第１ はじめに



(１)位置

本地域は星野村の東部に位置し、大分県と境をなす地域です。

東に中学校の校歌にも歌われている熊渡山、星野村最高峰のカラ迫岳や石割岳、城山

などの山々に囲まれ、中央部を流れる矢部川支流の星野川が流れ不動の滝を始め数多く

の滝を有する、自然豊かな地域です。

(２)自然

春は石割岳のヤマザクラやミヤシノシャクナゲ、夏は星野川沿いのホタルやヤマメ。

秋の紅葉や冬の雪景色など四季を通して美しい景観が楽しめる地域です。

しかし、近年は台風によるヤマザクラの被害や河川の汚れなど自然環境の悪化が問題

第２ 地域の概況及び課題



となっています。

(３)人口

上郷村は人口 601 人、世帯数 194 世帯の地域です。現在星野村は４つの地区に分かれ

ていますが、上郷村は星野村の中で最も人口が少ない地域です。

また星野村で高齢化率が最も高い地域です。

◇人口・世帯数（星野村）

平成 25 年 9 月１日現在

◇人口・世帯数（上郷村）

平成 25 年 9 月１日現在

人口 65 歳以上 世帯数

小野地区 796 271 259

椋谷地区 666 229 202

星野地区 957 355 374

上郷地区 452 181 168

人口 65 歳以上 世帯数

11 支部 157 53 41

12 支部 144 55 63

13 支部 45 24 21

14 支部 57 31 23

15 支部 49 18 20

合計 452 181 168



◇地区別高齢化率

平成 25 年 9 月１日現在

◇支部別高齢化率

平成 25 年 9 月１日現在

上郷地区　人口の年齢別構成
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小野地区 34.0
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上郷地区 40.0

高齢化率(%)

11 支部 33.8

12 支部 38.2

13 支部 53.3

14 支部 54.4

15 支部 36.7



(４)歴史文化

上郷地区は、黄金山正念寺、金山守護神としての金山神社、天領日田との境にある国

境石群（”是より○○筑後の国”と刻まれている）、三坂の棚田の石垣に使われている

石臼など、金山で栄えた地域であることが忍ばれます。

その他、平野不動尊や国撰択重要無形文化財の「風流・はんや舞」、三坂祇園祭など

の伝統的な祭りがあります。また、おこもり、山の神祭りやおおねび焚き、庚神など地

域ならではの祭りが行われています。

また、平成１５年から、冬に各支部・各家庭で、電飾で装飾した「イルミネーション」

で地域を明るくしています。

(５)産業 地域の主要な産業が農林業です。農業はお茶をはじめ、棚田米の生産が行

われています。林業はスギ・ヒノキ林が主ですが、近年価格の低下や後継者不足により、

産業は衰退しています。



２）課題

・星野村の中でも一番高齢化率が高い地域であり、従来の地域活動の維持や祭り

の伝承・産業の人手不足など様々な場面で問題が生じています。そのため、地

域内での協力体制や新たな担い手となる人材の確保などが必要です。

・高齢者も不安なく暮らせる地域をつくるため、安全な生活環境づくりやコミュ

ニティの形成が必要です。

・高齢者も含め、地域住民が健康に暮らせる環境づくりが必要です。

２．自然環境の問題

１．高齢化による問題

・豊かな自然環境に囲まれた地域であるが、自然災害の影響や人手不足などの問

題により、所々に荒廃が目立ちます。そのため、地域の財産でもある自然環境

を保全するための施策が必要です。

・地域住民が心豊かな生活を送るためにも、くらしに身近な環境づくりが必要で

す。

３．産業の問題

・高齢化の進行による担い手の不足や価格低下などの問題により、従来の産業に行

き詰まりが生じており、新たな打開策が必要です。

・特に地元の資源を見直し、新たな産業として活用するなどの検討が必要です。

４．文化伝承の問題

・高齢化の進行により、地域に伝わる歴史や文化の存続が困難な状況に陥ること

が予測され、地域をあげて伝承に取り組む施策が必要です。

・文化の伝承を通じて、世代が異なる住民の交流や地域コミュニティが生まれま

す。そのために、新たな文化の創出や地域に伝わる文化の掘り起しが必要です。

・祭りやイベントなどは地域内の交流だけでなく、地域外の人々との交流にも大

きな成果があります。そのため様々な交流が生まれ、地域が活性化するような

メニューの開発が必要です。



１ 基本理念

上郷村のまちづくりの基本理念を、次のとおり掲げます。

本地区には、豊かな自然と歴史、受け継がれてきた伝統文化を守り、地域住民がお互

いに助け合い、元気で活気のある上郷村をつくることが望まれています。

目標到達のため上郷村憲章を創設し、地域づくりを進めていきます。

また、地域づくりのテーマとして

「キラリと輝く」地域づくり掲げまず。

第３ 上郷村のめざす将来の姿

住んで安心、歩いて安全、笑顔あふれ、楽しく生活できる地域づくり

≪上郷村憲章≫

１．一人一人の立場に立ち、顔が見える地域づくり

２．一人一人が役割を持ち、協働でつくる地域づくり

３．一人一人のエネルギーが集まり、自立できる地域づくり

４、一人一人が、健康に暮らせる地域づくり

５．一人一人が、誇りに思える地域づくり

“キ”きれいな自然に囲まれた

“ラ”楽園で

“リ”リラックスして暮らせる上郷村



２ 基本目標

１ 施策の取り組み

１ 取り組み内容

将来の姿を実現させるために５つの基本目標を定め、現況と課題・主要施策を示し、

上郷村住民が策定したという誇りを共有し、取り組んでいきます。

主要施策に対する具体的な取組みについては、実施主体（専門部会）及び実施時期等

を示し、実施計画書としてまとめています。

〔現状と課題〕

○各支部とも高齢化に伴い、一人暮らしの高齢者が多くなり、将来的に地域活動の継続

が困難な状況にあり、暮らしやすい環境づくりのための新たな手立てが求められてい

ます。

○高齢化の進行とともに、いつまでも健康で暮らせる環境が求められています。

○地区内には、道路幅員が狭く危険な箇所が見られ、安全な通行が求められています。

・台風、大雨の時、危険な箇所があり、また水路があふれる。

・山が荒れ、水害が増加。山崩れの危険箇所がある。

○地区内には、矢部川の支流である星野川が流れています。初夏にはホタルが飛び交い

村の風物詩になっています。しかし近年水質の汚れが目立ち、清流の維持が求められ

第４ 将来の姿の実現に向けて

１ くらしやすい環境づくり

２ 農林水産資源の有効活用と担い手の育成

３ 自然環境保全と美しい景観の創出

４ 有形無形の地域資源の保全と伝承

５ 様々な交流による地域の活性化

１ 基本目標：くらしやすい環境づくり



ています。

〔施策の基本方針〕

○防災・防犯対策の推進

○健康づくり運動の推進

○福祉ボランティアの育成など地域福祉の推進

○道路拡張等の交通安全対策。

○交通弱者対策の推進

○河川愛護の実施

〔現状と課題〕

○地区内には石割岳やカラ迫岳をはじめとする山々、清流星野川の源流や滝、シャクナ

ゲなどの自然的資源、地元に伝わる祭りや食物など、様々な資源が豊かにあり、それ

らを有効活用した、新たな産業が求められています。

〔施策の基本方針〕

○ワークショップであがった資源をもとに、新たな観光資源について調査研究

〔現状と課題〕

○自然環境の保全とあわせて、豊かなくらしを送るために、日常的に目にする

身近な場所（家の周囲や道路沿いなど）の景観づくりも求められています。

○平成 16 年から始まった「上郷イルミネーション」は、各家庭ごとに思考を凝らした

イルミネーションが夜空に輝き、子どもからお年よりまで楽しめ、寒い冬を暖かい気

持ちにさせると大変好評であり、継続が求められています。

〔施策の基本方針〕

○花いっぱい運動の推進

○景観整備のための苗の補助

○上郷イルミネーションの継続

2 基本目標：農林水産資源の有効活用と担いての育成

３ 基本目標：自然環境保全と美しい景観



〔現状と課題〕

○地区内には国撰択重要無形民俗文化財の風流・はんや舞があるが、高齢化と共に担い

手の減少等の問題が生じており、継承のための新たな方策が求められている。

〔施策の基本方針〕

○風流・はんや舞の継承

〔現状と課題〕

○新たな地域づくりに向けて、地区内の人々の交流や村外の人々との交流が求められて

いる。

〔施策の基本方針〕

○上郷村が 1つになるイベントの開催

○山村留学の支援

○上郷村の情報発信活動

4 基本目標：有形無形の地域資源の保全

5 基本目標：様々な交流による地域の活性化



２ 住民参加の方針

１）基本的考え方

この計画の実現にあたっては、住民自らが考え、お互いに助け合いながら協働で行動を

起こすことが、最も重要なことです。そのため、地域住民が参加した地域の活性化と課

題解決に取り組むことを目指します。

２）推進体制

上郷村総会上郷村総会

常任役員会

拡大役員会

支
部
長
部
会

支
館
長
部
会

地
域
振
興
部
会

高
齢
者
部
会

女
性
部
会

青
壮
年
部
会

上郷村各支部総会

監事



３ 取り組みのまとめ

基本目標 １．くらしやすい環境づくり

施策 具体的な取組み

実施主体 す
ぐ
に
取
り
組

む 少
し
案
を
練
り

な
が
ら

じ
っ
く
り
時
間

を
か
け
て

主
部

会

防災・防犯対策の

推進

地滑り、路肩・河川の崩壊、洪水など危険

箇所の調査及びハザードマップの作成
行政 支部長 ○

自主防災組織の育成と避難体制の確立 行政 支部長 ○

一人暮らし世帯調査、声かけ運動及び防犯

教室の実施
行政 支部長 ○

街路灯、防犯灯の必要または修繕箇所の調

査実施と設置
行政 支部長 ○

健康づくりの推

進

健康づくり講座 行政 支館 ○

ストレッチ体操教室 行政 女性 ○

散歩コースの整備 支館 ○

高齢者の生きが

いづくり

料理教室などの趣味講座 青壮 ○

高齢者のお宅訪問 行政 女性 ○

高齢者福祉サー

ビスの充実
食事宅配サービス、地域サロンの実施等 行政

女性

高齢
○

交通弱者対策 コミュニティバスの充実 行政
支部長

高齢
○

交通安全対策の

推進
県道の改良、支障木等の伐採 行政 支部長 ○

生活道路等の整

備
市道、農道の補修整備など 行政 支部長 ○

子育て家庭の支

援
本の読み聞かせ講座など子育て支援 行政 女性 ○



基本目標 ２．農林水産業の有効活用と担い手の育成

基本目標 ３．自然環境保全と美しい景観の創出

施策 具体的な取組み

実施主体 す
ぐ
に
取
り
組

む 少
し
案
を
練
り

な
が
ら

じ
っ
く
り
時
間

を
か
け
て

主
部

会

農林水産資源の活

用

カラ迫岳、石割岳、城山等の登山道整備

及び山開きの開催
支部 ○

しゃくなげ祭りの開催 支部 ○

新たな農林水産資源と観光資源の調査研

究

振興

青壮
○

定住化促進

空き家情報の調査「 振興 ○

集団見合いパーティー
振興

青壮
○

施策 具体的な取組み

実施主体 す
ぐ
に
取
り
組

む 少
し
案
を
練
り

な
が
ら

じ
っ
く
り
時
間

を
か
け
て

主
部

会

自然環境の保全

道路愛護、河川愛護の実施 行政 支部長 ○

分別収集の推進及び不法投棄の防止 行政 支部長 ○

美しい景観の形成

と公園等・緑地の

維持向上

花いっぱい運動の推進 女性 ○

ミヤシノしゃくなげ園の維持管理 行政 支部 ○

上郷イルミネーションの継続 支部 ○



基本目標 ４．有形無形の地域資源の保全と伝承

基本目標 ５．様々な交流による地域の活性化

施策 具体的な取組み

実施主体 す
ぐ
に
取
り
組

む 少
し
案
を
練
り

な
が
ら

じ
っ
く
り
時
間

を
か
け
て

主
部

会

伝統文化継承

風流・はんや舞保存と継承 支館 ○

神社、仏閣などにまつわる行事、祭りの

継承
支館 ○

文化財の保存・活

用

文化財マップの作成など文化財を活用し

たイベントの実施

支館

振興
○

施策 具体的な取組み

実施主体 す
ぐ
に
取
り
組

む 少
し
案
を
練
り

な
が
ら

じ
っ
く
り
時
間

を
か
け
て

主
部

会

地域コミュニティ

ーの育成
視察研修、地域づくり講演会への参加 行政

支館

振興
○

地域交流の推進

地域の特色を生かしたイベントの実施 振興 ○

上郷村まつりなど
振興

青壮
○

山村留学の支援 支部長 ○

スポーツイベント

の充実

グラウンドゴルフ大会、ふれあい運動会

など
支館 ○

情報発信 上郷村情報の発信 振興 ○



上郷村地域振興計画実施計画書

付属資料

施策 具体的な取組み
実施
時期

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

地滑り、路肩・河川の崩壊、洪水など危険箇所の調査 協働 支部長 短期

ハザードマップの作成 協働 支部長 短期

自主防災組織の育成と避難体制の確立 協働 支部長 短期

防犯教室の実施 協働 支部長 短期

一人暮らし世帯調査、声かけ運動 住民 支部 短期

街路灯、防犯灯の必要または修繕箇所の調査実施と設
置

協働 支部長 中期

健康づくり講座 協働 支館長会 中期

ストレッチ体操教室 協働 支館長会 短期

散歩コースの整備 行政 支館 長期

趣味の教室 協働 支館長会 中期

地産地消料理教室 住民 支館長会 中期

高齢者のお宅訪問（子供と一緒に） 協働 女性部 中期

食事宅配サービス 行政 女性部 長期

地域サロンの実施及びゴミだしなどの援助 住民 女性部 中期

交通弱者対策 コミュニティーバスの充実 行政 支部長 中期

県道57号線の改良 行政 支部長会 短期

支障木等の伐採 協働 支部 短期

市道・農道の補修整備 協働 支部 短期

側溝の溝さらえ 協働 支部 短期

本の読み聞かせ講座 協働 女性部 長期

子育てサークル 住民 女性部 長期

交通安全対策の
推進

生活道路等の整
備

健康づくりの推進

高齢者の生きがい
づくり

高齢者福祉サービ
スの充実

防犯対策の推進

基本目標　１．くらしやすい環境づくり

実施主体

防災対策の推進

子育て家庭の支
援



施策 具体的な取組み
実施
時期

26年
度

27年
度

28年
度

29年
度

30年
度

31年
度

カラ迫岳、石割岳、城山等の登山道整備及び山開きの住民 支部 短期

不動の滝の周辺整備 住民 支部 短期

しゃくなげ祭り開催 住民 支部 短期

新たな農林水産資源と観光資源の調査研究 住民 振興部 中期

空き家情報の調査 協働 振興部 中期

集団お見合いパーティー 住民 振興部 長期

基本目標　３．自然環境保全と美しい景観

施策 具体的な取組み
実施
時期

26年
度

27年
度

28年
度

29年
度

30年
度

31年
度

河川愛護 協働
支部長
会

短期

道路愛護 協働
支部長
会

短期

分別収集の推進 協働
支部長
会

短期

ゴミの不法投棄防止 協働
支部長
会

短期

花いっぱい運動 住民 女性部 短期

景観整備のための苗の補助 協働
支部長
会

中期

ミヤシノしゃくなげ園の維持管理 協働 支部 短期

イルミネーションの設置 住民 支部 短期

基本目標　４．有形無形の地域資源の保全

施策 具体的な取組み
実施
時期

26年
度

27年
度

28年
度

29年
度

30年
度

31年
度

風流・はんや舞の継承 住民
支館長
会

短期

神社、仏閣などにまつわる行事、祭りの継承 住民 支館 短期

名跡ウォーキング 住民 振興部 中期

文化財マップ作成 住民
支館長
会

中期

農林水産資源の
活用

伝統文化の継承

文化財の保存・
活用

美しい景観の形
成と公園等・緑
地の維持向上

基本目標　２．農林水産資源の有効活用と担い手の育成

実施主体

自然環境の保全

実施主体

定住化促進

実施主体



施策 具体的な取組み
実施
時期

26年
度

27年
度

28年
度

29年
度

30年
度

31年
度

地域づくり視察研修 住民 振興部 短期

地域づくり講演会の参加 協働 振興部 短期

日帰りバスハイク 住民 支部 中期

ホタル祭り 住民 支部 短期

上郷村まつり 住民 振興部 短期

山村留学支援及び交流 住民 山留会 短期

グラウンドゴルフ大会 住民
支館長
会

中期

ミニソフトバレー大会 住民
支館長
会

中期

ふれあい運動会 住民
支館長
会

短期

情報発信活動 情報誌の発行等 住民 振興部 中期

スポーツイベント
の充実

基本目標　５．様々な交流による地域の活性化

実施主体

地域コミュニティ
の育成

地域交流の推進
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